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今後の取組② （物流の「2024問題」対策セミナー） 国土交通省近畿運輸局
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今後の取組③ （連携協定）

〇目的
「２０２４年問題」は現在を乗り切れば終わる一過性のものではなく、現時点から始
まる構造的な課題であり、将来の運転者不足の状況を見据え、中長期的に取り組む必
要がある。従来から各省庁において強力に取組を進めてきたところであるが、一層実
効的で発信力のある取組を進める必要がある。
取組にあたり、「物流革新に向けた政策パッケージ」に定められた施策等について、
関係行政機関がより強固に連携するとともに、具体的な取組を一層強力に進め、物流
にかかる課題に取り組むことを目的とし、連携協定を締結する。

運輸局

経済産業局
農政局

労働局

公正取引
委員会

今までも各行政機関の関係部署との連携

は、先ほどの連名文書やメルマガ事業な

ども含め、随時行ってきましたが、今回、

各行政機関のトップを含めた｢組織｣同士

で、改めて連携協定を結びます。

これにより、スピーディーで実効性のあ

る取組を強力に推し進めていきたいと考

えています。

国土交通省近畿運輸局
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今後の取組① （連名文書）

〇目的
｢標準的な運賃・標準運送約款｣の改正につ
いて、改正内容の周知と改正趣旨等へのご
理解・ご協力をお願いするため。

荷主企業へ

運送事業者へ

トラック協会非会員の運送事業者へ

近畿農政局と近畿経済産業局にご協力いただき、
荷主企業等向けのメールマガジン網を活用し周知

各府県トラック協会の広報誌やHP等を通して
周知

近畿運輸局より非会員へ郵送により周知

※第一報として改正後すぐの周知を予定。
その後、改正に伴う実務（運賃変更届出の提出の有無等）
の方針が示された場合、継続して周知活動を実施予定。

国土交通省近畿運輸局

※本改正は｢トラック事業における適正取引及び働き方改革の

推進｣を目的とする各行政機関の各種施策ともリンクするこ

とから、公正取引委員会、各府県労働局、近畿経済産業局、

近畿農政局の協力の下、行政５機関、連名にて発出。
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